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自治体におけるオープンデータ推進に関する 

庁内の理解形成から推察する情報政策の推進方法 

 

本田正美†1 梶川裕矢†1 

 

自治体においてオープンデータの取り組みが広がりを見せている。自治体においては、主に情報政策担当部署がオープン
データの推進を担っているが、実際にデータを公開するのはデータを保有する各部署であり、その部署の中にはこの種の

情報政策分野の取り組みに対して必ずしも理解が十分ではないところもある。そのような状況下で、オープンデータの取
り組みが広がりを見せており、各自治体で理解を得にくい部署があっても、何からの方法によって理解を得て、オープン
データとしてデータを公開する動きが広がっていることを意味する。本研究では、オープンデータ取組済の自治体に対し

て行ったインタビュー調査から、オープンデータ政策の実施にあたり、オープンデータ推進を担う部署が他部署からどの
ように理解を得たのかを明らかとする。これにより、情報政策分野における庁内の理解形成のあり方およびに政策推進の
方法について論じる。 

 

Method of promoting information policy to be inferred from consensus 

building within administrative organization concerning open data 

promotion in Japanese municipalities 
 

Masami HONDA†1 Yuya KAJIKAWA†1 

 

Open data initiatives are expanding in municipalities. In the municipality, the department in charge of information policy is primarily 

responsible for promoting open data, it is the respective departments that possess data to actually release the data. Some of the 

departments do not necessarily have sufficient understanding of this type of information policy field. Under such circumstances, the 

efforts of open data are spreading, and even if there is a department which is not easy to understand, the movement to open up data as 

open data spread by acquiring consensus by any method. In this research, from the interview survey conducted by the municipalities 

that have already engaged in open data policy, we clarify how the department responsible for promoting open data gained consensus 

from other departments. Therefore, we will discuss the way of consensus building in the administrative organization in the 

information policy field and the policy promotion method. 

 

 

1. 研究の背景と目的  

自治体においてオープンデータの取り組みが広がりを

見せており、2018 年末で 400 前後の自治体がオープンデー

タに取り組み済みであるとされている[1]。 

自治体においては、主に情報政策担当部署がオープンデ

ータの推進を担っている[2]。実際にデータを公開するのは

データを保有する各部署であり、その部署の中にはこの種

の情報政策分野の取り組みに対して必ずしも理解が十分で

はないところもある[3]。そのような状況下でもオープンデ

ータの取り組みが広がりを見せているということであって、

各自治体で理解を得にくい部署があったしても、何からの

方法によって理解を得てオープンデータとしてデータを公

開する動きが広がっていることを意味する。 

本研究は、オープンデータ取組済の自治体に対して行っ

たインタビュー調査から、オープンデータ政策の実施にあ

たり、オープンデータ推進を担う部署が他部署からどのよ

うに理解を得たのかを明らかとする。これにより、情報政

策分野における庁内の理解形成のあり方およびに政策推進

の方法について論じることが本研究の目的である。 

                                                                 
†1 東京工業大学   

Tokyo Institute of Technology   

2. 調査の概要 

本研究では、オープンデータ着手済の日本の自治体に焦

点を当て、24 の自治体を調査対象とした。その選定の根拠

は、政府発表資料[4]およびに、政府担当者発表資料[5]にお

いて、オープンデータの開始時期が示されていた自治体を

選ぶというものである。それらの資料では、2013 年 3 月時

点から 2016 年 9 月時点まで六つの時点につき、オープンデ

ータに取り組んでいる具体的な自治体名がそれぞれ四つあ

げられおり、計 24 の自治体が調査対象となった。なお、そ

れら資料では、各時点についてオープンデータ取り組み済

の自治体の数も示されている。 

 その 24 の自治体に対して、半構造化インタビューによる

調査を行うこととした。それら調査対象の自治体のオープ

ンデータ推進の担当者に対して調査依頼を行い、19 自治体

では現地に訪問して担当者に対してインタビュー調査を実

施することが出来た。4 自治体からは文書による回答を得

た。1 自治体からはインタビュー調査および文書回答の協

力を得ることが出来なかった(図表 1)。 

調査を行った期間は、2017 年 6 月 20 日から 2018 年 1 月

9 日である。 
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図表 1 調査対象とインタビュー調査実施日 

2013年3月時点　取組自治体数：４ 実施日
福井県鯖江市 12月11日
福島県会津若松市 9月26日
千葉県流山市 9月15日
石川県金沢市 9月8日

2014年3月時点　取組自治体数：30
千葉県千葉市 7月7日
静岡県 8月1日
神奈川県横浜市 6月20日
福岡県福岡市 ※8月4日

2015年2月時点　取組自治体数：103
神奈川県藤沢市 9月29日
埼玉県さいたま市 協力拒否
東京都品川区 7月18日
長野県須坂市 9月1日

2015年6月時点　取組自治体数：154
青森県弘前市 10月3日
宮城県石巻市 ※10月16日
東京都千代田区 11月24日
愛知県小牧市 ※9月１日

2016年3月時点　取組自治体数：205
北海道旭川市 10月16日
神奈川県平塚市 9月5日
兵庫県尼崎市 8月18日
香川県高松市 10月13日

2016年9月時点　取組自治体数：233
青森県八戸市 11月27日
宮城県 1月9日
群馬県 ※12月12日
鹿児島県鹿児島市 11月20日  

(※は文書回答の場合の受信日) 

 

インタビュー調査では、オープンデータの取り組みに関

する 15 の質問を行った。本研究では、以下の質問に対する

回答を取り扱う。なお、その他の質問については、[6]にお

いて分析を行っている。 

 

問 データを保有している部署の理解をどのように得

たのか。 

 

 本インタビュー調査では、オープンデータ着手済の自治

体を調査対象としていることから、この質問によって、デ

ータを保有する部署から理解を得るために採用された方法

を明らかにすることが出来るものと考えられる。 

 

3. 調査結果 

インタビュー調査の結果は以下の図表 2 に示すとおりで

ある。なお、それぞれの回答については長短あったが、同

じ内容を意味すると考えられるものについては、同じにな

るように図表 2 には示してある。 

図表 2 データ保有部署の理解形成方法 

13年3月時点 理解形成の方法 15年6月時点 理解形成の方法

M1 反対はない M12 説明による

M2 協力を得やすい部署から M13 説明による

M3 講演会の実施 M14 反対はない

M4 研修の実施 M15 説明による

14年3月時点 16年3月時点

M5 首長の意向 M16 反対はない

M6 協力を得やすい部署から M17 説明による

M7 研修の実施 M18 研修の実施

M8 ガイドラインを作成 M19 反対はない

15年2月時点 16年9月時点

M9 説明による・研修の実施 M20 反対はない

M10 協力を得やすい部署から M21 説明による・研修の実施

M11 説明による M22 資料配布

M23 協力を得やすい部署から  
 

 回答として一番多かったのが「説明による」というもの

であった(M9、M11、M12、M13、M15、M17、M21)。オー

プンデータに取り組むに当たって、データを保有する部署

に対してオープンデータを推進する部署の担当者が説明を

行うことにより理解を得たというものである。 

 次に多く見受けられたのが「反対はない」という回答で

あった(M1、M14、M16、M19、M20)。オープンデータの

ような新規の取り組みについて、着手にあたって反対がな

かったということである。 

 同じく、「研修の実施」も 5 件の回答があった(M4、M7、

M9、M18、M21)。これには、オープンデータに焦点を当て

た研修を実施した場合と情報政策に関わる研修の中で新た

な取り組みとしてオープンデータを扱った場合の二つがあ

るが、個別に説明を行うことでオープンデータに関する理

解を得ようとするのではなく、広く庁内の理解の醸成を図

るのがこの「研修の実施」である。 

続いて見受けられた回答が「協力を得やすい部署から」

というものであった(M2、M6、M10、M23)。データを保有

する部署は庁内に多数存在するものと考えられるが、その

中でもデータの公開に理解を得られそうな部署にまず依頼

するという方法である。 

 その他には、「首長の意向」・「ガイドラインの作成」・「資

料配布」があげられた。「首長の意向」については、首長が

オープンデータの推進を謳っているために、その旨をデー

タ保有部署に伝えることで理解を得るというものである。 

 「ガイドラインの作成」は、オープンデータに関わるガ

イドラインを作成することにより、それを指針とすること

で、庁内の理解を得ようとする方法である。 

 「資料配布」はオープンデータに関わる資料を庁内で配

布することにより理解の醸成を図るという方法である。 

ⓒ 2019 Information Processing Society of Japan

Vol.2019-IS-147 No.9
2019/3/7



情報処理学会研究報告 

IPSJ SIG Technical Report 

 

 

 3 
 

4. 考察 

 オープンデータ推進に関わり、その推進部署がデータ保

有部署から理解を得る方法としては、「説明による」という

回答が一番多かった。この回答につきオープンデータに着

手した時点に着目すると、2015 年 2 月時点着手以降で、そ

のような回答が見受けられるようになることが確認される。

オープンデータ着手済の自治体数が少ない 2013 年や 2014

年段階では、「説明による」という方法が採られていない。 

 これについては、着手済の自治体が一定数ある状況であ

れば、その取り組みの状況なども説明材料として利用でき

るため、新たにオープンデータを実施しようとするときに、

その推進部署は説明によりデータ保有部署の理解を得よう

とするものと考えられる。一方、着手済の自治体数が少な

い状況下では、別の方法に頼らざるを得ないことになり、

その方法が分かれることになるものと考えられる。 

 その代表的な方法と目されるのが「研修の実施」である。

これについては、5 件あった回答のうち 3 件が 2013 年 3 月

時点と2014年3月時点に着手済の自治体においてなされた

ものである。本調査の別の質問において、オープンデータ

の実施にあたっての専門家の知見の活用について尋ねてい

るが、その結果、早期に着手した自治体ほど、専門家の知

見を活用していることが確認されている[6]。 

「研修の実施」についても専門家を招聘してのものであ

ることが想定される。政策推進を担う担当部署の担当者で

はなく、専門家に説明をさせるという方法が採られていた

可能性が指摘されるのである。専門家には、個別のデータ

保有部署への説明を依頼するのではなく、広く庁内へ向け

ての説明を依頼していたと考えるのが妥当であろう。 

「協力を得やすい部署から」といった回答も数多く見受

けられた。この回答はオープンデータの着手時期に関わら

ず見受けられるものである。オープンデータとして公開さ

れるデータの種類には自治体間で差があることが確認され

ている[7]。これは各自治体でデータ保有部署の協力状況に

相違があることを意味する。これにつき、オープンデータ

推進を担う情報政策担当部署がいずれのデータ保有部署か

ら協力を得ることが出来たのかで差が生じていると言い換

えることが出来る。この差が「協力を得やすい部署から」

という方法を採用している自治体の存在に帰着させること

が出来るだろう。つまり、オープンデータについて協力を

得やすい部署は自治体で異なる。それゆえに、結果として

協力を得てオープンデータとして公開されたデータの種類

に相違が生じるのである。 

「反対がない」という回答は 5 件中 4 件が 2015 年 6 月時

点以降の自治体においてなされたものである。これについ

ては、例えば統計情報のようにオープンデータ実施以前か

らデータ公開を行っていた部署では反対がなかったといっ

た事情があったものと考えられる。 

5. 政策的含意と今後の課題 

 本研究は、オープンデータ取組済の 23 自治体に対して実

施したインタビュー調査から、オープンデータの実施にあ

たり、その推進を主に担う情報政策担当部署がデータを保

有する他部署からどのように理解を得たのか明らかとした。 

 オープンデータの推進のような情報政策については、そ

れが通常業務に直接関わらない部署の理解をどのように得

るのかが課題となる。実際に、オープンデータについては

その取り組みに広がりが見られると言っても 1700 を超え

る自治体のうち 400 程度での取り組みに留まっており、デ

ータ保有部署の理解が十分に得られずに取り組みが広がっ

ていないとも言える。そのような状況で、オープンデータ

に着手済の自治体の担当者に対して行ったインタビュー調

査から、情報政策の推進のための理解形成の方法について、

以下の政策的含意が示唆されるところとなった。 

 まず、先行して当該政策に着手している自治体がないよ

うな状況では、専門家の協力も得ながら、全庁的な研修の

実施などを通して、庁内の理解を醸成するのが有用である。 

 次に、当該政策に着手済の自治体が一定数ある状況では、

その先行事例などを説得材料として、個別に当該政策に関

わることになる部署に説明を行い、理解を得ることが適切

である。また、最終的には全庁的な協力が必要であるとし

ても、まずが協力を得やすい部署の理解を得て、その部署

から始めるという方法も有望である。 

 なお、本研究ではオープンデータに着手済の自治体を調

査対象としているため、いわゆる生存バイアスの影響を受

けている可能性がある。今後は、オープンデータに取り組

もうとしながら実際には着手出来ていない事例の調査も必

要とされ、この点が今後の研究課題となる。 
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